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愛知県持続性の高い農業生産方式導入指針 
 

  農業は、食料の生産だけでなく、県土の保全、水源のかん養など様々な多面的機能を果
たしており、これらの多面的機能は、農業が環境と調和する形で適切に営まれる必要があ
ることから、本県では、平成 20 年に「愛知県環境と安全に配慮した農業推進計画」を策定
し、本県の農業全体が、農業の持つ物質循環機能を生かし、肥料や有機質資材、農薬等の
各種資材の適正な使用により、環境負荷の低減と農産物の安全確保に最大限に配慮したも
のとなるよう推進を図っているところである。 
 これまでも、土づくりを基礎に、化学肥料・農薬の使用の低減を図る環境保全型農業を
推進するため、啓発活動や技術の確立・普及に努めてきたが、今後、一層の成果をあげる
ためには、確立された技術が組み合わされ、幅広く実践されることが重要である。 
 このため、たい肥等を活用した土づくりと化学肥料及び化学合成農薬の使用の低減を一
体的に行う「持続性の高い農業生産方式」の導入の促進を図ることを目的とした「持続性
の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」（平成 11 年 7 月 28 日法律第 110 号、以
下「法律」という。）第３条に基づき、農業者が導入すべき「持続性の高い農業生産方式」
の具体的な内容を示した「愛知県持続性の高い農業生産方式導入指針」を定める。 
 
第１ 導入すべき持続性の高い農業生産方式の内容 

１ 持続性の高い農業生産方式 
有機質資材の施用による土壌改善技術、化学肥料低減技術、化学合成農薬低減技

術のすべてを用いて行われるものを「持続性の高い農業生産方式」とする。 法律
第４条に基づく「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」（以下「導入計
画」という。）の認定を受けるためには、別紙に掲げる各作物ごとの、「有機質資
材の施用による土壌改善技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」
の各区分ごとに「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則
（平成 11 年農林水産省令第 69 号、以下「施行規則」という。）」第１条第１項、
第２項及び第３項に定められた技術及び平成 18 年農林水産省令 11 号、平成 19 年
農林水産省令 10 号で追加された技術のうち、一つ以上を用いることが必要である。 

２ 有機質資材の施用による土壌改善技術 
たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する

効果が高い技術を指す。 
施行規則第１条第１項において 
ア たい肥等有機質資材施用技術（作物残さのすき込みも含む） 
イ 緑肥作物利用技術  
が定められている。     
たい肥等有機質資材の施用にあたっては、土壌診断を行い、県の定めた有機質資
材の施用基準を目安とし、原則として耕作直前に搬入し速やかに土壌と混和す
る。 

３ 化学肥料低減技術 
肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる

効果が高い技術を指す。 
施行規則第 1 条第２項において 
ア 局所施肥技術 
イ 肥効調節型肥料施用技術 
ウ 有機質肥料施用技術 
が定められている。 
土壌診断を行い、県の施肥基準に準じた適切な施肥を行うことを基本とするが、

局所施肥、肥効調節型肥料の使用にあたっては、肥料成分利用効率の向上を考慮し
て施肥量を低減する。なお、有機質肥料施用技術には、C/N 比 15 以下のたい肥等有
機質資材のうち特殊肥料を施用して、化学的に合成された肥料の施用を減少させる
技術も含まれる。 

 
４ 化学合成農薬低減技術 

有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少
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させる効果が高い技術を指す。 
施行規則第１条第３項において 
ア 温湯種子消毒技術 
イ 機械除草技術（刈り払い機による畦畔の除草も含む） 
ウ 除草用動物利用技術 
エ 生物農薬利用技術（天敵温存植物を栽培する技術も含む） 
オ 対抗植物利用技術 
カ 抵抗性品種栽培・台木利用技術 
キ  天然物質由来農薬利用技術 
ク 土壌還元消毒技術 
ケ 熱利用土壌消毒技術 
コ 光利用技術（シルバーフィルム等の反射資材、粘着資材、非散布型農薬含有

テープ、黄色灯及び紫外線除去フィルムを利用する技術） 
サ 被覆栽培技術 
シ フェロモン剤利用技術 
ス マルチ栽培技術 
が定められている。 
県の農業病害虫防除の手引きに基づいて耕種的防除、物理的防除等を併用する総

合防除を行うことを基本とし、化学合成農薬使用成分回数を現状の使用成分回数よ
り低減することが望ましい。 

       
 
第２ 持続性の高い農業生産方式の導入の促進を図るための措置に関する事項 
 １ 土壌診断 

 たい肥等の有機質資材による土づくりを進めるためには、作目、導入する技術等を
勘案して必要な項目について土壌診断を行い、その結果に基づいて適切に施用するこ
とが必要である。このため、農林水産事務所農業改良普及課、農業団体等は、連携の
うえ、必要に応じて土壌診断、助言、指導を行い、農業総合試験場は土壌の性質に関
する情報の提供等により支援を行うこととする。 

 ２ 施肥診断 
 たい肥等有機質資材は、窒素、リン酸、カリウム等の肥料成分を含んでいるため、
それぞれの成分の含有量、有効化率を考慮して化学肥料を低減することができる。こ
のためには、土壌と有機質資材からの窒素発現量を考慮して適切な化学肥料施用量を
求める必要があり、農林水産事務所農業改良普及課によるアドバイスを受けることが
適当である。 

 ３ 発生予察に基づく的確な防除の実施 
 適期防除を行うために、病害虫の早期発見に努めるとともに、農業総合試験場が発
行する発生予察情報等を活用する。 

 
第３ その他の事項 
   地力増進法に指定されている地域においては、地力増進対策指針が定められている

ことから、この対策指針に即した土壌の性質の総合的な改善を行うことが必要である。 
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備考
（対象作物等補足）

水稲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小麦 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

とうもろこし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
とうもろこし（子実）、未成熟とうもろ
こし

かんきつ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小粒核果類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ うめ、すもも等

ベリー類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ブルーベリー等

いちじく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かき ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キウイフルーツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○

なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 日本なし等

ぶどう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

もも ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ぎんなん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 いちょう(種子)

うり類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
しろうり（別名：カリモリ）、とうがん、
はやとうり等

なばな類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ なばな等

非結球あぶらな科類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ケール、こまつな、たかな、チンゲ
ンサイ、みずな、ルッコラ等

非結球レタス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ リーフレタス等

豆類（未成熟） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
えだまめ、さやいんげん、さやえん
どう、未成熟等ささげ、未成熟そら
まめ等

しそ科葉菜類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ しそ、セージ、タイム、バジル等

せり科葉菜類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ セルリー、パセリ等

あさつき ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アスパラガス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いちご ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

エンサイ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 別名：空心菜、ヨウサイ

オクラ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かぶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かぼちゃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カリフラワー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

キャベツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

きゅうり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

クレソン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごぼう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

しそ（花穂） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

しゅんぎく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

しょうが ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

すいか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ズッキーニ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

だいこん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

たまねぎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

つるむらさき ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

トマト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

なす ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作物名　※１

省令技術 ※２
有機質資材
施用技術

化学肥料低減技術 化学農薬低減技術
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作物名　※１

省令技術 ※２
有機質資材
施用技術

化学肥料低減技術 化学農薬低減技術

にがうり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

にら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

にんじん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

にんにく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ねぎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

はくさい ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ピーマン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

非結球メキャベツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ふき ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ブロッコリー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ほうれんそう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

まくわうり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ミニトマト ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みょうが（茎葉） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メキャベツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メロン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

もりあざみ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 　 　 やまごぼう

モロヘイヤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

らっきょう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レタス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

れんこん ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

わけぎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

いも類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かんしょ、こんにゃく、さといも（葉
柄を含む）、ばれいしょ、ヤーコン、
やまのいも（自然薯、ながいも。む
かごを含む）等

豆類（種実） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
あずき、いんげんまめ、えんどうま
め、ささげ、そらまめ、だいず、らっ
かせい等

茶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

なたね ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カーネーション ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

きく ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ばら ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

切花類 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ かすみそう等

鉢物･観葉植物類 ○ 　 　 ○ ○ 　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ 　 ポトス等

せんりょう ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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 ※１ 作物名 

申請する作物名については、別紙の作物名とする。 
別紙に該当のない作物については、「農薬の適用病害虫の範囲及び使用方法に係

る適用農作物等の名称について」（平成 31 年３月 29 日付け 30 消安第 6281 号農林
水産省消費･安全局農産安全管理課長通知）の表 1 及び２に掲げる作物名とする。 

なお、施設、露地の別で申請することができる。 
過去に申請のあった作物名については従前の例による。               
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※２ 省令技術 

省令技術の内容については下表のとおり。 
 

区分 持続性の高い農業生産方式の内容 
（１） 
有機質
資材の
施用に
よる土
壌改善
技術 

 

 

 

 

 

ア たい肥等有機質資材施用技術 
  土壌診断（可給態窒素含有量及び土壌有機物含有量を含む土壌の性質の

調査・分析）を行い、その結果に基づき、たい肥等有機質資材であって窒
素成分と炭素成分のバランスのとれたもの（炭素窒素比（Ｃ／Ｎ比）がお
おむね 10 から 150 の範囲となるもの）を施用する技術をいう。たい肥等
有機質資材の範囲としては、たい肥のほか、稲わら、作物残さ等が含まれ
るものと考えられるが、樹皮及びおがくずについては、炭素窒素比が大き
く、作物の生育に障害を与えるおそれがあるので含まれない。 

 
イ 緑肥作物利用技術 
   土壌診断（可給態窒素含有量及び土壌有機物含有量を含む土壌の性質の

調査・分析）を行い、その結果に基づき、緑肥作物（農地に有機物や養分
を供給するために栽培される作物）を栽培して、農地にすき込む技術をい
う。 

  なお、選択した緑肥作物の種類によっては、対抗植物としての効果を有
するものがあり、この場合は、法第２条第３号の技術である「対抗植物利
用技術」を同時に導入しているものとみなす。 

（２） 
化学肥
料低減
技術 

 

 

 

ア 局所施肥技術 
  肥料を作物の根の周辺に局所的に施用する技術をいい、水稲作における

側条施肥もこれに含まれる。 
 
イ 肥効調節型肥料施用技術 
  本技術は、普通肥料のうち、いわゆる被覆肥料、化学合成緩効性肥料及

び硝酸化成抑制剤入り肥料を施用する技術をいう。 
 
ウ 有機質肥料施用技術 
  有機質（動植物質のものに限る。）を原料として使用する肥料を施用す

る技術をいう。 
（３） 
化学合
成農薬
低減技
術 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 温湯種子消毒技術 
  種子を温湯に浸漬することにより、当該種子に付着した有害動植物を駆

除する技術をいう。 
 
イ 機械除草技術 
  有害植物（有害動物の発生を助長する植物を含む。）を機械的方法によ

り駆除する技術をいう。なお、本技術には、畦畔における有害動物の発生
を助長する植物を機械的方法により駆除する技術が含まれる。 

 
ウ 除草用動物利用技術 
 有害植物を駆除するための小動物の農地における放し飼いを行う技術を

いう。 
 
エ 生物農薬利用技術 

 農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号）第１条の２第２項の天敵であって、
同法第２条第１項又は第 15 条の２第１項の登録を受けたものを利用する
技術をいい、捕食性昆虫、寄生性昆虫のほか、拮抗細菌、拮抗糸状菌等を
導入する技術及び天敵温存植物（天敵の増殖又は密度の維持に資する植物
等をいう。）を栽培する技術等が含まれる。 

 
オ 対抗植物利用技術 

 土壌中の有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止する効果を有する
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植植物のみでなく、有害動植物の土壌中における密度を下げる等の効果が
期待される非寄生植物も含まれる。 
   

カ 抵抗性品種栽培・台木利用技術 
  有害動植物に対して抵抗性を持つ品種に属する農作物を栽培し、又は当

該農作物を台木として利用する技術をいう。 
 
キ  天然物質由来農薬利用技術 
  有機農産物の日本農林規格（平成 17 年 10 月 27 日農林水産省告示第 1605

号）別表２に掲げる農薬（有効成分が化学的に合成されていないものに限る。）

を利用する技術をいう。 
 
ク 土壌還元消毒技術 

 土壌中の酸素の濃度を低下させることにより、土壌中の有害動植物を駆
除する技術をいう。 
 

ケ 熱利用土壌消毒技術 
  土壌に熱を加えてその温度を上昇させることにより、土壌中の有害動植

物を駆除する技術をいう。具体的には、太陽熱土壌消毒技術、熱水土壌消
毒技術及び蒸気土壌消毒技術である。 

 
コ 光利用技術 
 有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため、有害動植物を誘引

し、若しくは忌避させ、又はその生理的機能を抑制する効果を有する光を
利用する技術をいう。具体的には、シルバーフィルム等の反射資材、粘着
資材、非散布型農薬含有テープ、黄色灯及び紫外線除去フィルムを利用す
る技術である。 

 

サ 被覆栽培技術 
  農作物を有害動植物の付着を防止するための資材で被覆する技術をい

う。具体的には、べたかけ栽培技術、雨よけ栽培技術、トンネル栽培技術、
袋かけ栽培技術、防虫ネットによる被覆栽培技術等である。 

 
シ フェロモン剤利用技術 
  農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする

薬剤であって、農薬取締法第２条第１項又は第 15 条の２第１項の登録を
受けたものを利用する技術をいう。 

 
ス マルチ栽培技術 
  土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技

術をいう。また、本技術には、わら類、被覆植物によるマルチ栽培技術も
含まれる。 

  

 備考 省令技術：持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則（平成

11 年農林水産省令第 69 号）第１条で定められた技術及び平成 18 年農

林水産省令第 11 号、平成 18 年農林水産省令 10 号で追加された技術  

                                                        


